
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和５年４月５日（水）午後４時００分～午後５時０５分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第１会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１１名） 

農業委員 

１番 住吉 一久 

２番 弓野 良子 

３番 青木 清美 

４番 清水 智也 

５番 水島 英樹 

６番 水島 正起 

８番 荒尾 和彦 

９番 数家 善継 

10番 大森 憲一 

11番 赤川 慎二 

13番 大森 雅昭 

 

４ 本委員会に欠席した委員（３名） 

農業委員 

７番 竹内 重之 

12番 青木 靖浩 

14番 水野 仁士 

 

５ 説明者   農業委員会  事務局長    竹谷 俊範 

事務局長代理  平坂 昌美 

事務局員    山﨑 康治 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の件 

（２）議案第２号  農用地利用集積計画の決定の件 

（３）議案第３号  農用地利用配分計画の決定の件 

（４）議案第４号  農地等の利用の最適化の推進に関する指針の決定の件 

（５）その他 

 

７ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、４月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  （あいさつ）       



 

会  長  それでは、これより、４月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により１番 住吉 一久 委員、２番 弓野 良子 

委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」について、ご説 

明いたします。 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第３条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和５年４月５日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 今回の申請の概要ですが、許可申請件数は１件で、申請面積は５，６１０．００㎡ 

です。 

 続いて、各申請についてご説明いたします。 

 １番 譲受人は朝日町横水〇○○番地、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ○○○○○  

○○ ○○さんです。 

１番 譲渡人は富山市舟橋北町○番〇〇号、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇  

〇〇 〇〇 〇さんです。 

 申請農地は朝日町大家庄〇番外３筆、地目は田、４筆、合計５，６１０．００㎡で 

す。 

 権利の設定としては、「双方の要望による」となります。 

 青木清美委員、青木靖浩委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、大家庄、横水地内、譲受人の事務所から約３００ｍ、車で約１分圏内の 

距離に位置しております。 

 許可基準の説明に入る前に、今回の案件については、農業経営基盤強化促進法第７ 

条の規定に基づく農地中間管理機構の事業の特例いわゆる特例事業を活用したもので 

あります。（特例事業の概要について説明） 

 今回の申請までの経緯といたしましては、申請農地の譲渡人による買入前の所有者 

である〇〇〇〇〇さんから、青木委員を通じて農業委員会に譲受人のあっせん依頼が 

あったことから、青木委員に譲受人のあっせんを依頼したところ、今回の譲受人から 

買入れの希望があったことから、本年１月に、〇〇〇〇〇さんからの譲渡人による買 

入れが完了し、今回譲渡人から譲受人への売渡しを行うための申請を行うものであり 

ます。 

 次に、許可基準についてですが、今回の定例会から、下限面積要件の廃止が適用さ 

れます。 



全部効率利用要件としては、現在譲受人は同集落内で耕作しており、申請地につい 

ては、隣接地で耕作しており、適正に管理・耕作されるものと思われます。 

 地域調和要件については、譲受人は同集落内で問題なく耕作していることから、周 

辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

 また、譲受人が法人である場合には、譲受人が農地所有適格法人の要件を満たして 

いることが要件の１つとしてありますが、本議案の譲受人については、許可申請書等 

により、法人形態要件、事業要件、議決権要件及び役員要件の全ての要件の基準を満 

たしていることを確認しております。 

         以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

たしていると思います。 

 議案第１号は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

   

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思います。 

青木清美委員と青木靖浩委員から意見書をいただいておりますが、青木靖浩委員が欠

席ですので、青木清美委員から意見をお願いいたします。 

 

   青木清美委員  事務局から説明のあったとおりです。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請どおり許可 

いたします。 

 

会  長  次に、議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第３号「農用地利用配 

        分計画の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、３ページをご覧ください。 

         議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、旧農業経営基盤強化 

        促進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出が 

ありましたので、その決定につき意見を求めます。   

         続いて、１２ページをご覧ください。 

         議案第３号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分計画 

案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

         今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるものとそれ以外という２部構成とな 

        っております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         初めに、農地中間管理事業以外の集積計画についてご説明いたします。 

５ページをご覧ください。 



         今回の概要といたしましては、申請件数は５件となり、 

田：３０筆：５１，５４６．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、６ページをご覧ください。 

農地中間管理事業以外についての利用権設定状況の内訳です。 

         ３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、１件、８，４７２．００㎡、再設定とな 

っております。 

６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、３件、４０，４８７．００㎡、うち、

再設定を含む申請は、１件、３７，５２６．００㎡となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１件、２，５８７．００㎡、新規設定となって

おります。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

        借り手、貸し手 計各５件、５１，５４６．００㎡、相対契約となっております。 

         町外、借り手０件、０．００㎡、貸し手０件、０．００㎡、全て町内の方で、町内

各地区分は、表のとおりとなっております。 

         続けて、農地中間管理事業にかかる集積計画についてご説明いたします。 

１０ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は４５件となり、 

田：１２２筆：２４２，７７０．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、１１ページをご覧ください。 

         こちらは、農地中間管理事業にかかる集積計画の利用権設定状況の内訳となります。 

         ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、２件、４，５１４．００㎡、全て再設

定となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、４３件、２３８，２５６．００㎡、うち、再設

定を含む申請が、２３件、１２６，６１６．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計各４５件、２４２，７７０．００㎡のうち、借り手は全て公社

になっております。 

         町外の貸し手は、８件、３７，６９０．００㎡となり、残りの町内各地区分は、表

のとおりとなっております。  

         続けて配分計画についてですが、１７ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は５４件となり、 

        田：１４６筆：２９４，４２９．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 

         なお、今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として再配分が９件含まれてお

ります。 

         ちなみに、今回の再配分９件と５３番を除く再配分以外の大字が三枚橋の案件１３

件については、〇〇〇〇〇〇〇の解散に伴うものです。 

         次に、１８ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、１件、１０，９８０．００㎡、再設定となってお 

ります。 

３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、７件、３８，４３６．００㎡、全て再設定 

となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、３件、６，７５７．００㎡、全て再設 

定となっております。 



         １０年以上の借り手及び貸し手が、４３件、２３８，２５６．００㎡、うち、再設 

定を含む申請が、２３件、１２６，６１６．００㎡となっております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各５４件、２９４，４２９．００㎡のうち、貸し手は全て公 

社になっております。 

         町外の借り手は、４件、３４，０５６．００㎡となり、町内各地区分は、表のとお 

りとなっております。 

         議案第２号及び第３号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第２号及び議案第３号の議案につきまして、審議し 

        たいと思います。 

         議案第３号において、当事者である○○委員及び○○委員がおられますので、案件 

を分けて審議を行います。 

         まずは、議案第２号及び議案第３号の１５ページ７１番から８５番まで、１６ペー 

ジの再配分１２番から再配分１７番以外の案件について、審議をしたいと思います。 

         ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

 

   会  長  次に、議案第３号１５ページ７１番から８２番まで、１６ページの再配分１２番か 

ら再配分１７番までについて、審議したいと思います。 

         当事者である○○委員は、しばらく退室となります。 

          

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         議案第３号１５ページ７１番から８２番まで、１６ページの再配分１２番から再配 

分１７番までについて、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

          

   会  長  次に、議案第３号１６ページ８３番から８５番までについて、審議したいと思いま 



す。 

         当事者である○○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         議案第３号１６ページ８３番から８５番までについて、ご意見及びご異議はありま 

せんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

    

   会  長  次に、議案第４号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針の決定の件」を上程 

いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  それでは、議案第４号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針の決定の件」に 

ついて、ご説明いたします。 

         議案書の１９ページをご覧ください。 

 議案第４号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針の決定の件」、次のとおり、 

農業委員会等に関する法律第７条の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関す 

る指針の決定について意見を求めます。 

 令和５年４月５日 提出 朝日町農業委員会会長 荒尾 和彦 

 

         この指針につきましては、農業委員の改選時に、任期３年間の目標として設定する

ものです。 

今までは、努力義務だったことから、全国の中でも２６４の農業委員会が未制定

でありました。 

当町では、平成２９年に制定し、３年ごとの農業委員改選の際に、その都度目標を

設定し、農業委員会に議案として上程しておりました。 

今回、本年４月１日に、改正農業委員会等に関する法律が施行され、その改正の中 

で、本指針の制定が義務化されたことから、既に制定されている指針については、４ 

月中に改正法の内容に合わせた内容に文言の整備を行う必要が生じたため、国から示 

された参考例に基づき、今回議案として上程させていただいたものであります。 （改 

正内容については、資料のとおり説明） 

 議案第４号については、以上でございます。 



 よろしくお願いいたします。 

 

会  長  ただ今、説明のありました議案第４号の議案につきまして、ご意見及びご異議はあり

ませんか？ 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、原案のとおり決定いた

します。 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…５月９日（火）１６：００～ 

 

   会  長  そのほかに意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして４月の農業委員会定 

例会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後５時０５分に閉会する。 

 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名押印する。 

 

 

 令和５年  月  日 

 

      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


